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府立中央聴覚支援学校 

                                    校長 𠮷田 伸哉 

令和８年度 学校経営計画及び学校評価 
 

１ めざす学校像 

１．学校に関わる全ての人が人権尊重の高い意識を持ち、心身ともに健康で安心して学ぶことができる学校 

２．子どもたちが自身の将来像をイメージし、それに向けて必要な力を身につけることができる学校 

３．教職員が自分の役割を理解し、責任感や自己有用感を持っていきいきと業務に向かうことができる学校 

４．地域や地域の学校園とのつながりを深め、聴覚障がい教育のセンター的機能を果たす学校 

めざす幼児児童生徒像 

「豊かなことばを身につけて、人や社会とのつながりを広げ、未来を切り拓く子どもたち」 

 

２ 中期的目標 

１．学校に関わる全ての人が人権尊重の高い意識を持ち、心身ともに健康で学ぶことができる学校 

（１）関係機関等と連携し、安全に対する教育や防災に関する知識を高めるとともに、子どもたちが危機に対応し安全に行動できる能力を育む。 

（２）教職員の豊かな人権感覚・人権意識による教育実践を組織的に進め、多様性を認め、自尊感情豊かな子どもたちの育成に資する。 

（３）複雑化・多様化する現代的健康課題をみすえ、全ての子どもたちが安心して活動できるよう、健康安全体制を充実させる。 

 

２．子どもたちが自身の将来像をイメージし、それに向けて必要な力を身につけることができる学校 

（１）「ことばを育む」「わかる授業づくり」を進め、基礎学力の定着を図るとともに、豊かなコミュニケーション力の向上を図る。 

   ※児童生徒・保護者の学校教育自己診断で、「見てわかる授業の満足度」の肯定率を令和 10 年度までに 85％を維持。(R５=82％ R６=89.9% R７=79.5％)  

（２）将来の自己実現をめざし、一貫したキャリア教育に取り組み、自主性・社会性を育む。自らの学びを他校や地域社会へ情報発信する力を育む。 

※児童生徒アンケートで「他校や地域との交流や発表が楽しい、世界が広がった」の肯定率を令和 10 年度までに 85％以上にする。(R５=81％R６=84%R７=84.5％) 

（３）外国の言語や文化、歴史等に触れ、豊かな国際感覚や多様性を受け入れる態度を養う。 

   ※（１）～（３）の取組みを通して児童生徒の学校教育自己診断「学校生活での満足度」（学校生活、授業、学校行事、進路）を令和 10 年度までに 85％以上を

維持する。(R５%=85％ R６=90.1% R７=82.1％) 

 

３．教職員が自分の役割を理解し、責任感や自己有用感を持っていきいきと業務に向かうことができる学校 

（１）子どもたちの自ら学ぶ力を伸ばすために、研修や校内研究を充実させ、聴覚障がい教育を中心とした支援教育全体の専門性の向上を図る。 

（２）１人１台端末の有効な活用をめざし、教職員の ICT 活用のための研修を行い、活用に関わる知識や技能を向上させる。 

※（１）（２）の取組みを通して教職員の自己診断教職員アンケートで、「ICT 機器の活用・専門性の向上力」の肯定率を、令和 10 年度までに 80％以上にする。                 

(R５=77％ R６=75% R７=72.7％） 

 

４．地域や地域の学校園とのつながりを深め、聴覚障がい教育のセンター的機能を果たす学校 

（１）聴覚障がいに関する多様な相談に対して適切な支援を行い、連続性のある学びの場の確保のために、乳幼児期からの支援体制を充実する。  

（２）HP や研修、相談支援などにより、聴覚障がいの理解についての啓発活動を推進する。 

  ※（１）（２）の取組みを通してアンケートにおいて肯定率を 90％維持。 （R６=96% R７=98.2%） 

（３）SPS 認定校として、防災に関わる取組みについて地域や他校と情報交換し連携を強める。 

 

５．労働安全衛生管理体制の充実 

（１）大阪府立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画に基づき働き方改革を推進する。 

   公務の効率化をめざす。働き方の多様性を認め合い、教職員が助け合い、いきいきと働ける職場づくりを進める。 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校運営協議会からの意見】 

学校教育自己診断の結果と分析［令和８年  月実施分］ 学校運営協議会からの意見 

 ●第１回【学校経営計画について】 

 

 

３ 本年度の取組内容及び自己評価 

中期

的 

目標 
今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 

令和８年度の評価指標[R７年度値] 

㋐:アンケート、㉂:学校教育自己診断 
自己評価 

１ 

安
全
安
心
な
学
校
づ
く
り 

(１)安全や防災に対する意識

の向上。危機に対応し安全に

行動できる能力の育成 

 

 

(２)人権感覚・人権意識の向

上、多様性を認め、自尊感情

豊かな子どもの育成 

 

 

 

(１)防犯・防災対策を推進する。 

ア 安全教育の充実、安全体制の改善を

すすめていく。 

イ 保護者と連携した訓練の実施 

 

(２) 

ア 人権感覚を高め人権尊重の教育を推

進するための研修を実施 

イ 人との関りを通して多様性を認め、行

事等をやりきることで自尊感情が豊かに

なるよう取組みを進める。 

(１) 

ア 変化のある防犯・防災訓練３回[３回] 

ア 子ども㉂「安全意識の向上」肯定率 85％以上［96.9％］ 

イ 学習支援連絡網で緊急時安全確認を行う。[１回] 

 

(２) 

ア 人権研修会および人権課題に関する情報共有の機会を３回以上設ける[３回] 

 

イ HR や道徳、特別活動で人権尊重の教育や多様性理解の授業を年間１回以上取

り組む。[各部１回以上] 

 

(１) 

ア 

 

イ 

 

(２) 

ア 

 

イ 
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(３)健康安全体制の充実 

ウ 日常の観察や生活㋐で子ども同士の

関係を察知し、早期に対応する。 

 

(３) 

ア 外部人材を活用した専門的な講座で

子どもたちの学びを深める。 

イ 子ども間での保健の啓発活動と体育

的活動の充実。 

ウ 実践的な訓練で教職員の対応力を高

める。 

全教職員が緊急物品等の保管場所を把握

する。 

ウ 月１回のいじめ防止・対策委員会で情報交換を行う。 

・教育庁指定様式のいじめ㋐を各部で３回実施[３回] 

・子ども㉂「いじめ対応」肯定率 90％以上 [87.1%] 

(３) 

ア 外部人材活用講習を３回以上[４回] 

・生徒主体の保健指導・発表を２回以上行う。[２回] 

イ 学部を越えて体育の共同学習を２回以上行う。 

 

ウ シミュレーション訓練等を７回以上[７回] 

 

エ 新転任研等で物品保管場所の周知を行う。 

ウ 

 

 

(３)  

ア 

 

イ 

 

ウ 

 

エ 

 

２ 

「
こ
と
ば
を
育
む
」「
見
て
わ
か
る
授
業
」
に
よ
る
学
力
の
向
上
と
キ
ャ
リ
ア
教
育 

(１)「ことばを育む」取組み

を充実させる。 

「見てわかる授業」「わくわ

くする授業」 

で基礎 

 

 

 

 

 

(２)将来の自己実現をめざし

たキャリア教育。 

 自主性・社会性を育む。 

 

 

 

 

 

 

(３) 外国の言語や文化、歴

史等に触れ、豊かな国際感覚

や多様性を受け入れる態度を

養う。学力の定着。 

(１)読み書きを意識した活動を増やし、

ことばを育むとともに、学力の向上を図

る。 

ア 全ての活動で、生活言語を拡充し、

学習言語を育て（読み書きの力を伸ば

し）、豊かなコミュニケーション力の向

上を図る。 

イ ICT 機器等の活用で「わかった！でき

た！質問したい！見てわかる授業」を推

進する。タブレット端末の活用を推進。 

(２) 

ア 一貫校の強みを生かし、校内の交流

を充実させて、ロールモデルとする。 

イ 地域の学校や園との交流を継続、充

実させ、相互理解を深める。 

ウ 発達段階に応じたキャリア教育に取

り組み、卒業生や外部人材を招いた進路

講演会等を行い、社会が求める人材を知

り、社会の中での自分の将来像を描く。 

(３) 交流や共同学習等の機会を通じ、

国際的な視野を広げ、異文化理解を深め

る取り組みを進める。  

(１) 

ア 「思考」を「表現」に置き換える取り組みに重点を置き、生徒の考えを形

（書く・話す等）にして伝える活動を各授業において実践し、その様子につい

て教員間で情報の共有２回以上行う。[５回]（３-(１)-イに関連） 

 

 

 

イ 児童生徒・保護者㉂「わかる授業」肯定 85%以上[79.05%］ 

 

 

(２) 

ア 目的を明確にした縦割り集団活動、運動会、文化祭において各部とともに活

動に取り組み、交流の充実を図る。（高等部） 

イ 地域の学校・園との交流を年 10 回行う。[13 回] 

 

ウ 卒業生が働く企業・事業所から講師を招き、学生時代に身につけるスキルに

ついて考えさせる。 

講演会後の児童生徒㋐充実度 80%以上継続[84.4%] 

 

(３) 

ア 高等部において姉妹校交流事業を実施：代表生徒の渡航、オンライン交流。 

イ T-NET 事業の活用を深める。 

ウ 創立 125 周年記念パンフレット（英語版）を活用し、海外の方々との交流を

行う。 

(１)  

ア 

 

 

 

 

 

イ 

 

 

(２)  

ア 

 

イ 

 

ウ 

 

 

 

(３) 

ア 

イ 

ウ 

３ 

教
員
の
専
門
性
の
向
上 

(１)研修や校内研究を充実さ

せて、教員の専門性の向上。 

 

 

 

 

 

 

(２) １人１台端末の有効な

活用。ICT 活用に関わる知識や

技能を向上。 

(１) 

ア 教員の専門性向上のため計画的に研

修を実施する。 

教員の授業力向上の取り組みを進める。 

イ 学部を超えた実践交流の機会を設け、

教職員の意見交換を盛んにする。 

ウ 学部間連携が強まる取組みについて、

カリキュラム等を検討する。 

(２) 

ア 様々な実践例を参考にして ICT活用向

上研修を計画的に行う。 

イ タブレット端末の活用を推進し、主体

的に学習活動に活用できるようにする。 

 

(１) 

ア 全校研究テーマ「学びの主体を子どもへ」を各部で取り組む（２年め）。 

・教職員向けの研修会を実施する。 

 

イ 学部を越えた学習会や交流の場を２回以上設ける。[２回] 

 

ウ 教科連携会議や行事の検討を行う。（回数は今後計画） 

 

(２) 

ア 教職員の ICT 活用能力向上、情報リテラシー能力の向上を目的に研修を実

施。受講率 95％。 

イ 情報教育部員から ICT 実践モデルとなり、ICT 活用の利便性を広めていく。 

・教職員の「ICT 機器活用力」75%以上［72.7%］ 

「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」で肯定率 85%以上継続。

[87.1%] 

(１) 

ア 

 

 

イ 

 

ウ 

 

(２)  

ア 

 

イ 

 

 



№Ｓ０６ 

府立中央聴覚支援学校 

４ 

セ
ン
タ
ー
的
機
能
の
充
実 

(１)多様な相談に適切な支援

をし、連続性のある学びの場

を確保する。 

 

 

 

 

(２)HP や研修、相談支援など

を通じて、聴覚障がい理解の

啓発活動を推進する。 

 

 

 

 

 

(３)防災について地域や他校

との情報交換 

(１) 

聴覚支援センターとして、地域の学校園

及び保護者からの相談に応じる。  

早期教育から始まり、通級指導教室（小

中）、支援相談（幼小中高）などを通して、

地域の学校園及び保護者とともに子ども

たちの支援を行う。  

(２) 

ア 地域の教職員対象の研修会を行い、

指導・支援の充実を図る。 

 

イ聴覚障がい理解の啓発活動を推進す

る。 

ウ 保育所・保健センター等、関係機関へ

の概要説明及び情報交換会を実施する。 

(３) 災害対策や災害時の校内体制など

を情報交換し、連携を強める。 

(１)  

・早期教育相談：早期保護者㋐肯定率 90％以上。[100%] 

・通級児童教室：定期的に個別の自立活動を行う。また、交流会を小学生は年

２回、中学生は１回実施。通級指導生徒㋐肯定率小学部 90％以上、中学部 90%

以上 [92.8%] 

・支援相談：相談校㋐肯定率 90%以上 

 

(２)  

ア 今年度から開催形態を変更： 

・４月「聴覚障がい理解研修会Ⅰ」 ・８月「理解研修会Ⅱ」 

・12 月「理解研修会Ⅲ」     参加者㋐肯定率 90%以上[100%] 

イ文化祭で支援に関する展示会（二日展）実施。 

 

ウ 関係機関対象の研修会を１回実施する。[２回] 

 

(３)防災対策会議で防災等に関する本校の課題や取り組みを毎月検討する。 

 

(１)  

 

 

 

 

 

 

(２)  

ア 

 

 

イ 

 

ウ 

 

(３)  

５ 

労
働
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
充
実 

(１) 

大阪府立学校の教職員に関す

る業務量管理・健康確保措置

実施計画に基づき働き方改革

を推進する 

公務の効率化をめざす 

(１) 

・新校務システムの導入をうけて、業務の

効率化の検討を進める 

・毎月の職員会議を書面会議とし、会議の

精選を行う。 

・中学部で毎週火曜日を１コマ 45 分授業

とし、放課後業務の効率化を図る。 

 

(１) 

ア 年間の時間外在校等時間が 720 時間を超える教育職員をゼロにする。[２名] 

 

イ 時間外勤務時間縮減 一人月平均 20 時間以内[17 時間］ 

(１) 

ア 

 

イ 

 


